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はじめに 
 

この報告書は、平成 29 年度「『クリーンウッド』普及啓発事業」の成果概要

を取りまとめたものである。 
 
当会では、違法伐採問題に対処するため平成 18 年度から「違法伐採総合対

策推進事業」など関連事業に取組んできたが、林野庁ガイドラインに基づく合

法性が証明された木材の認定供給事業者は 29 年度末の段階で 12,200 社を超え

全国で合法木材の供給体制が整ってきたところである。 
 
このような状況の中で、平成 29 年 5 月から「合法伐採木材等の流通及び利

用の促進に関する法律（クリーンウッド法）」が施行され、合法伐採木材（クリ

ーンウッド）の利用がより重要となってきた。この事業では、全国合法伐採木

材利用推進協議会及び都道府県協議会の設立に向けた活動を行った。 
 
本報告書が、今後の合法伐採木材の一層の利用促進に向けて参考になれば幸

いである。 
 
 

平成 30 年 3 月 
 
                一般社団法人 全国木材組合連合会 
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第１章  概 要 

 
１ 平成 29 年度「クリーンウッド」普及啓発事業の骨子と結果概要 

 
クリーンウッド法、合法伐採木材の利用促進、利用拡大に関する全国及

び都道府県レベルでの協議会の設立。協議会による普及啓もう、需給に関す

る情報交換等への支援等を目的として下記の事業を行うこととした。 
① 木材関連事業者、環境 NGO、消費者団体等を構成メンバーとする全

国協議会を設立し、合法伐採木材等の利用に向けての宣言の発出 
② 全国協議会の部会において、合法伐採木材の需給情報、林野庁が取り

まとめる海外情報の分析等 
③ 都道府県協議会の設立、活動への支援 
当初は上記の活動を行うことを念頭に置いたが、実際はクリーンウッド

法に対する事業者の理解がなかなか進まず、法律の内容・実際の運用の周知、

登録の推進に活動の中心が置かれた。そのため、合法伐採木材利用のための

協議会の設立のための環境が整わず、全国協議会設立の準備会議の開催（設

立に向けての業界団体の意見集約・検討）、都道府県協議会の設立について

の説明会の実施にとどまった。 
 
２ 取り組みの成果と報告書の構成 

 
（１）全国協議会設立のための準備会議の開催（第２章） 

協議会の趣旨を協議会メンバーに理解してもらい、設立に向けての意見交

換を行うための準備会議（クリーンウッド法の普及啓発のための事業の展開

に関する懇談会）を 6 月に東京都内で開催した。 
 

（２）都道府県協議会の設立のための説明会の開催（第３章） 
7 月に全国 7 カ所で、クリーンウッド法、木材利用拡大施策に携わる都道

府県職員、市町村職員、国有林職員、都道府県木材関係団体職員等の実

務者を対象とした「クリーンウッド法を中心とした木材利用施策に関す

る実務者向け施策説明会」を開催し、事業の内容と都道府県協議会の設

立趣旨について説明を行った。 
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第２章 全国協議会設立のための準備会議の開催 

 
１ 会議開催概要 

 
下記の要領で、会議（クリーンウッド法の普及啓発のための事業の展開に関す

る懇談会）を実施した。 
 
１ 日時、場所： 平成 29 年 6 月 23 日（金）10:30-12:00、永田町ビル 4 階

中会議室 
２ 次   第： 
（１）挨  拶 
   林野庁木材利用課 
（２）クリーンウッド法の普及啓発事業等について 

  全国木材組合連合会 
（３）その他 
３ 出席者 
（１）関係団体 

全国森林組合連合会 
全国素材生産業協同組合連合会 
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 
（一社）全日本木材市場連盟 
全国木材チップ工業連合会 
日本合板工業組合連合会 
日本合板商業組合 
日本製紙連合会 
日本集成材工業協同組合 
日本木材輸入協会 
（一社）日本林業経営者協会（欠席） 
（一社）全国木材組合連合会（事務局） 

（２）オブザーバー（林野庁木材利用課） 
林野庁木材利用課 内田敏博分析官、吉本昌朗課長補佐、松山知恵国際

専門官 
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２ 会議結果報告 

 
クリーンウッド法の普及啓発のための事業の展開に関する懇談会結果 

 
日時：2017 年（H29 年）6 月 23 日（金）10：30～11：50 
場所：永田町ビル 4 階 中会議室 
参加者：全森連（2 名）、全素協、全天連（2 名）、全市連、チップ連、日合連、

日合商、製紙連（2 名）、日集協、輸入協、全木連（事務局：森田、加藤） 
省庁出席者： 

林野庁 内田分析官、吉本補佐、松山専門官 
内容： ①挨拶：林野庁 内田分析官 

 ②クリーンウッド法の普及啓発事業等について 説明：森田常務 
③質疑 

 
【概要】 
・林野庁からは挨拶の中で、「Q&A、手引き等を 5 月 20 日の施行と同時にお示

ししようと思っていたが、他省との調整に時間がかかっており、まだできてい

ない。登録制度についても、共管の 3 省で協議中。ハードルを上げずに一定の

資質があれば登録できるようにしたい。現在の合法木材認定事業者なら十分ク

リアできるレベル。近々お示しできる予定。質問が林野庁にも来ているが、川

上と川下をうまくつないで登録に結び付けてもらえればと考えている。 
・全木連からは、配布資料にもとづき説明があった。（CW 法に係る補助事業の

概要、普及啓発事業の実績、普及啓発事業の今後の進め方について） 
 

【主な質疑応答】 
○①登録実施機関と登録制度の進み具合について教えてほしい。②登録のメリ

ットは？グリーン購入法（G 法）との関係でメリットを出せないか。③海外

に対して PR すべき。 
→（林野庁）①先月、登録実施機関になりそうな団体に集まってもらい説明し

て意見をもらった。他省庁からの返事が遅れており、調整に時間がかかって

いる。登録実施機関の募集は 7 月頃を考えている。募集するときは CW ナビ

にも掲載することになる。登録・審査料は、目安として現在の認定料に若干

上乗せするくらいか（免許税は別途）。申請内容をできるだけ簡略化するこ

とについては、3 省の方向は一致している。②メリットとなる制度を考えて

いるが、ニーズがないと制度を作っても利用されない。また、G 法は来年度

見直すこととなっており、その時に検討することもある。③生産国のガバナ
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ンスをどのようにあげていくかが課題。他の国にガバナンスの向上を求めて

いくことが必要。APEC の場でも、我が国の立場を発信しているところ。 
○地方の協議会のメンバーに環境 NGO を入れるというのは？ 
→（全木連）地方の協議会のメンバー構成については、それぞれの地方の事情

があるので、地方に任せたい。 
○都道府県協議会の設立に関する説明会とは？ 
→（全木連）国有林の職員、県木連、県森連、素生協の関係者等に集まっても

らい、協議会について説明し理解を求める。森林管理局ごとに行い、管理局

の会議室等を使って行うことを考えている。 
○協議会で行うこととして、「合法伐採木材等の流通、利用に関するデータの収

集、分析等」とあるが、どんなことをやるのか？ 
→（全木連）クリーンウッド・ナビで掲載している海外情報があるが、それ以

外の海外情報について協議会で検討してもらう。また、データの収集とは、

現在全木連が行っている、合法木材の取扱実績のような情報（確認された木

材の数量）の情報の取扱いについてどうするか等を検討してもらうことを考

えている。合法木材供給認定事業者以外の事業者についての情報をどのよう

に集めるかの問題もある。 
→（林野庁）登録事業者についての情報は、登録実施機関が取りまとめて国に

報告することになっている。 
○登録実施機関が決まるのが遅れた場合、11 月に予定している全国協議会の設

立総会が遅れることもあるのか？ 
→（林野庁）7 月には登録実施機関の募集を行いたいと考えている。 
○登録を申請するとき、申請する企業がどこの登録実施機関に申請するのかを

決めるのか？  
→（林野庁）登録実施機関で登録申請を受け付ける業種の範囲が決められるこ

とになるので、該当する実施機関のうちから選んで申請してもらうことにな

る。 
○登録実施機関になるのは、国内の機関だけか？ 
→（林野庁）国内だけを考えている。 
○登録審査料は、実施機関が自由に決めるのか？国が指導するのか？ 
→（林野庁）登録事務規程のなかで、登録料のおおまかな目安が定められる。 
○登録事業の範囲について、流通業者が建築もやっているところもある。そう

いった事業者が登録する場合、異なった業種でも一緒に登録できるようにし

てほしい。 
○都道府県協議会のメンバーの中に、全天連の地区（全国に 8 つある）の会員

も入れるようにしてほしい。 
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→（全木連）入りたいという希望があれば、こちらからも情報を提供したい。 
○登録実施機関の業務内容は、審査だけか？アドバイザー業務もやるのか？登

録してほしい事業者は、自分たちがやっていることが十分なのか不十分なの

かを知りたい。 
→（林野庁）審査業務とアドバイザー業務は別だが、実施機関でもアドバイザ

ー業務はできる。 
○DD（デュー・ディリジェンス）のモデルを国で示してほしい。 
→（林野庁）省庁の間で違いがあり、3 省共通のものは作れない。求めるレベ

ルを最初から決めてしまうと、それで固定されてしまう恐れもある。 
○DD のやり方、DD を機能させるためにどのような仕組みをつくればよいの

か、何をすればよいのかが分からない。どんな基準で登録を良しとするのか

示してほしい。 
○仕組みについては良く解からないが、金のかからないようにしてほしい。難

しいことを求められても、素材生産事業者は対応できない。 
 
（終了：11:50） 
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第３章 都道府県協議会の設立のための説明会の開催 

 
１ 会議開催概要 

 
下記の要領で、会議（クリーンウッド法を中心とした木材利用施策に関する実

務者向け施策説明会）を実施した。 
 

クリーンウッド法を中心とした木材利用施策に関する 
実務者向け施策説明会 

 
１ 日時、場所 

① 7 月 18 日（火）14:00-17:00  東北森林管理局会議室 
② 7 月 20 日（木）14:00-17:00 近畿中国森林管理局会議室 
③ 7 月 21 日（金）14:00-17:00 中部森林管理局会議室 
④ 7 月 24 日（月）14:00-17:00 四国森林管理局会議室 
⑤ 7 月 26 日（水）14:00-17:00 九州森林管理局会議室 
⑥ 7 月 27 日（木）14:00-17:00 関東森林管理局会議室 
⑦ 7 月 31 日（月）14:00-17:00 北海道森林管理局会議室 

 
２ 次第（各会場共通） 
（１）主催者挨拶 
   （一社）全国木材組合連合会 担当者 
（２）林野庁挨拶 

  林野庁 担当者 
（３）議   事 
  ① クリーンウッド法の普及啓発事業について 
   ・クリーンウッド法の概要及び協議会の意義等について（林野庁） 
   ・都道府県協議会の設立について（全木連） 
  ② 木材利用拡大施策の概要（林野庁） 
  ③ 質疑応答 
 
３ 出席者 

クリーンウッド法、木材利用拡大施策に携わる実務者等 
（都道府県職員、市町村職員、国有林職員、都道府県木材関係団体職員等） 
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２ 会議結果報告 

会場ごとの参加者数は以下のとおりであった。 
①  7 月 18 日（火）14:00-17:00  東北森林管理局（秋田市） 

  参加者数 約 30 名 
②  7 月 20 日（木）14:00-17:00 近畿中国森林管理局（大阪市） 

  参加者数 約 70 名 
③  7 月 21 日（金）14:00-17:00 中部森林管理局（長野市） 

  参加者数 約 30 名 
④  7 月 24 日（月）14:00-17:00 四国森林管理局（高知市） 

  参加者数 約 30 名 
⑤  7 月 26 日（水）14:00-17:00 九州森林管理局（熊本市） 

  参加者数 約 40 名 
⑥  7 月 27 日（木）14:00-17:00 関東森林管理局（前橋市） 

  参加者数 約 50 名 
⑦  7 月 31 日（月）14:00-17:00 北海道森林管理局（札幌市） 

  参加者数 約 50 名 
 
また、説明後の主な質疑応答は以下の通り。 
 
○（県庁）CW 法の運用について。県が施行する公共建築物に使用する木材も、

合法性の確認をしないといけないのか？ 
→（林野庁）地方公共団体については、クリーンウッド法を踏まえて合法伐採

木材を使うことが努力義務となっているので、絶対使わなければならないと

いうことではない。今後、登録が進んでいくと登録事業者であることがメリ

ットとなるような仕組みを作ることも検討するが、現状では登録が始まった

ら登録を勧めていただければと考える。 
○（県庁）本日の会議の資料を県内の市町村とも情報共有したいので、PDF フ

ァイルにしたものをメールで送ってほしい。 
→（林野庁、全木連）了解。 
○（林野庁から）県内の市町村と木材利用についての情報交換はどのように行

っているのか、各県の事例を教えてほしい。 
→（県庁１）県産材利用促進協議会を作って、年 1 回県内の木材利用について

の情報交換を行い、市町村への要請を行っている。 
→（県庁２）すべての市町村を集めての情報交換はやっていないが、県内 6 つ

の県民局で意見を集約して県内の会議で取り上げている。 
→（県庁３）県内の担当者会議の場で市町村を含めての情報交換を実施してい
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る。 
○（林野庁）国で公共建築物における木材利用の基本方針が変更になったこと

を受けて、県・市町村でも木材利用促進についての方針の見直しを検討して

ほしい。市町村役場等の建て替えでは、首長さんが、木材利用の強い意志を

持っているところもあり、国の制度も活用して積極的に進めてほしい。木材

輸出については、各県単独で行うだけでなく、複数の県が協力して横のつな

がりで輸出促進を図っていただきたい。また、丸太だけでなく、付加価値を

つけた加工製品、特に今後は家具や伝統工芸品などをターゲットにして輸出

を考えていく方向。 
 
○（県木材団体）①協議会を作ると言っても具体的なメリットが見えないと、

何のための協議会なのかわからない。目的を明確に示してほしい。 
②木造公共施設の建設は、ここ数年でかなり減った。加速化基金が少なくなっ

たためと思われるので、増やしてほしい。 
③大規模木造の設計、施工、監理ができる人材が少ないことがネックになって

いる。人材の育成が急務。 
○（県木材団体）クリーンウッド法の登録については、動きが全く見えない。

登録が始まって初めて需要も起きてくる。合法木材証明も木材利用ポイントが

できて増えた。まずは、全国レベルの中央団体が地域に働きかけて、登録を進

めてほしい。中央から強く押さないと実効が伴わない。協議会についても、全

国協議会を通して地方の協議会の設立、運動を働きかけてほしい。 
○（県庁）①登録制度では、第三者的な立場の団体が登録実施機関になるとの

ことだが、登録を進めるには登録にかかる負担を少なくする必要がある。②都

道府県協議会の設立のメリットを示して、協議会の役割を明確にしてほしい。

③合法証明とFITの未利用木材とは連動しているのか？④公共建築物における

木材利用促進の基本方針が変更となったが、それに関連するデータの試算方法

を教えてほしい。県でも同じ方法で試算をしてみたい。⑤FIT の認定審査手続

きの方法の変更により、県の事務負担が増えることは心配。 
 
○（町役場）国内の違法伐採対策について、町では伐採届を適切に出してもら

いパトロールも実施している。ほかのところでは、伐採届も出していないとこ

ろがあるのか。クリーンウッド法が施行となり、国内森林にどのような影響が

出るのか？ 
→（林野庁）伐採届を出したものについては、合法性は確保されている。しか

し、中には伐採許可量を大きく超えて伐採している例も見られる。今までの、

合法伐採木材の証明書を引き続きだしてもらうことが重要。これから、日本か
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ら木材の輸出が増えてくると、外国から日本産木材の合法性証明を求められる

ことも想定される。 
○（町役場）伐採届けがあるかないかが、クリーンウッド法の適合のポイント

になるのか？ 
→（林野庁）森林の種類（保安林・民有林等）で異なるが、個別の契約に基づ

き適切に伐採されていることがわかること。ただし、国がこれでなければいけ

ないと決めているものはない。 
○（県木材団体）①登録実施機関は全国で一つだけか？②登録に当たっての審

査の方法、手順はどのようなものか？③木材協会で現在実施している合法木材

の事業者認定は、今後どうなるのか？④登録ができて、認定も共存していける

のか？⑤都道府県協議会の活動期間は？継続的にやるなら、次年度も続けてい

くのか？ 
→（林野庁）①登録実施機関の数は一つと限定はされない。資格を満たせば、

複数の実施機関が登録事務をすることもあり得る。また、実施機関によっては、

登録できる業種を限定して審査をすることも考えられる。②登録審査の方法等

は、補助事業でバイオマスエネルギー協会が検討しており、林野庁と協議をし

ながら作成中。③事業者認定の仕組みは残っているので、認定事業は、今まで

通り実施してほしい。④木材関連事業者の登録と事業者認定は、共存しうる。

（全木連）⑤都道府県協議会については、年度内の活動としては、協議会の立

ち上げと合法木材利用促進の意思統一、宣言の発出といった活動を考えている

が、次年度以降どうなるかは未定。 
○（県木材団体）都道府県協議会は、中央で決定したことを単に協議会内で情

報提供するだけならやっても意味がない。また、活動するなら継続的にやって

いく必要がある。 
○（県庁）事業者向けの説明会は、木材業者向けにやったとのことだが、建設

事業者や工務店等には国交省、経産省による説明会があるのか？ 
→（林野庁）今までの事業者向けセミナーでも国交、経産の関係団体を通じて

建設や家具の事業者にもセミナー参加への呼びかけをしているが、関心が高く

なくあまり参加してもらえていない。 
○（県木材団体）協議会について、都道府県協議会で検討しても、検討結果を

中央にあげても変わらないならやる意味がない。当県にも協議会はあるが、す

でに年 1 回の総会は終わっており、あらためてメンバーを集めるからには、集

まって何かが変わるということでなければ来ない。 
 
○（県木材団体）クリーンウッド法は法律であり、県木連は登録事業に関われ

ない。法律で決められたものを推進するために、なぜ県木連が中心となって協
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議会を立ち上げなければならないのか。法律なら、行政でやるべきではないか。

県木連がやる理屈が分からない。 
→（林野庁）法律をうまく動かしていくためにも、川上から川下までの関係者

が集まって、意見交換の場としての協議会。補助事業でやってもらうので、協

議会設立、会議の開催にかかる費用は、この事業の実施団体（全木連）から補

助される。協議会では、クリーンウッド法の話だけでなく、木材利用促進全般

について川上から川下までの事業者が話し合う場として考えてもらってよい。 
○（県庁）県内には、川上から川下までの関係者を構成員とする協議会がすで

にあるが、それを使ってもよいのか？ 
→（林野庁）それを使ってもらって構わない。 
○（県木材団体）協議会の設立の事業は、今年度は全木連が実施しているが、

来年度以降は？登録実施機関がやることになるのか？ 
→（林野庁）今年度の事業も実施団体を公募して、全木連にやってもらうこと

になった。来年度以降も予算がつけば、公募で実施団体を選定することになる。

そうなっても、登録実施機関が事業実施団体になることはなく、こちらとして

は、全木連に引き続きやってほしい。 
○（県木材団体）クリーンウッド法ができたことによって、従来のグリーン購

入法が改正される予定は？また、グリーン購入法で政府調達が、登録事業者か

らのみに限定されるのか？ 
→（林野庁）これまでの、林野庁のガイドラインによる合法性証明の仕組みは

変わらない。グリーン購入法の所管は環境省なので、こちらがどうこうはでき

ない。対象物品の見直しはあるかもしれないが、次回の改定時期が来年の 2 月

となっているので、早くてもその時以降。また、登録がまだ始まっていないの

で、グリーン購入法の調達方針に登録事業者であることが条件化されることは、

少なくとも来年 2 月の改定の時にはない。 
○（県木材団体）都道府県協議会の目的は何か、はっきりと示してほしい。 
→（全木連）全木連で、全国協議会の設立準備をしているところ。全国協議会

での活動状況は、随時県木連に情報提供する。（林野庁）都道府県協議会の活動

内容は、がちがちに決めているわけではない。柔軟に話し合いの場として使っ

てほしい。 
○（県木材団体）CW 法で確認の方法の書類の中で、合法性を証明するものと

して、今までの合法証明書は使えるのか？ 
→（林野庁）使える。 
○（県庁）このような説明会を、国交省、経産省でもやっているのか？ 
→（林野庁）昨年暮れから今年 4 月にかけての事業者向けセミナーでは、国交

省の担当者は多忙で出席してもらえなかったが、経産省の担当者には我々と一
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緒に出席して説明してもらったところ。（全木連）セミナーの案内は、国交省、

経産省の所管団体を通じて周知してもらった。大手のハウスメーカー、建材メ

ーカーで関心のあるところは、このセミナーに出席してくれたところもある。

ただ、まだ一部の会社を除いて建築・家具等、木材業者以外の事業者には認知

度・関心ともに低い状況。 
○（県木材団体）法律の推進になぜ県木連が手伝わなければならないのか。こ

ちらは合法木材の認定業務で手いっぱい。このような事業は全木連がやらなく

てもよい。 
○県内の事業者は、供給側と言うより需要者側。クリーンウッド法について、

関心が全くない。県木連の役員でもそういう状況。 
 
 
会場の様子（写真） 
 

  
東北森林管理局会場 
 

  
中部森林管理局会場 
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四国森林管理局会場 
 

  
九州森林管理局会場 
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都道府県協議会設立のための説明会 
（クリーンウッド法を中心とした木材利用施策に関する実務者向け施策説明会） 
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